
豊平川水再生プラザほか３施設庭園管理業務仕様書 

 

１．業務実施場所 

Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ地区  豊平川水再生プラザ敷地内               

札幌市白石区菊水元町８条３丁目５‐１ 

Ｃ地区  豊平川中継ポンプ場敷地内      札幌市白石区北郷５条７丁目２‐２５ 

米里中継ポンプ場敷地内    札幌市白石区米里２条１丁目１‐１ 

月寒川雨水ポンプ場敷地内    札幌市白石区北郷１条１０丁目５‐２０ 

 
２．委託業務内容（別添図面参照のこと） 

（１）芝刈り業務 

芝（草）刈、刈くずの後かたづけ及び処分をする。仕上げ高は、２～３㎝内外とする。

携帯式芝刈機（刈払機）により業務を行い、樹木や生垣の周囲の草刈時にはそれらを傷つ

けないように作業するほか、対象地区内に雑木（ニセアカシアの幼木等）があればこれら

も一緒に刈り取ること。また、建物のキワや縁石の縁に生える雑草も刈り取り、必要な場

所は手刈りを行う。芝刈り面積は以下のとおりである。 

米里中継ポンプ場の放流口については、水路部分に生育している植物を取り除き、水流

が妨げられないようにすること。 

 

Ａ地区  ３２，０００㎡／回 

Ｂ地区  １２，６００㎡／回（施設屋上部分）   

Ｃ地区   ５，２００㎡／回 

 

（２）樹木整枝業務（豊平川水再生プラザ敷地内） 

業務量は以下のとおりであり、切り落とした枝の処分も行う。整枝対象樹木については

本市担当職員の指示によるものとする。 

ア  Ｃ＝ ３１－６０㎝   ２９２本 

    イ  Ｃ＝ ６１－９０㎝    ２０本 

    ウ  Ｃ＝ ９１－１０５㎝   ４２本 

    エ  Ｃ＝１０６－１２０㎝   ２０本 

    オ  Ｃ＝１２１－１５０㎝   １７本 

    カ  Ｈ＝８.０－１２.０ｍ     ５０本  

キ  Ｈ＝１２.０－１８.５ｍ    ４５本 

ク  Ｈ＝１８.５－２３.０ｍ    ８６本 

 

（３）生垣刈込業務（豊平川水再生プラザ敷地内） 

生垣の上方、道路および敷地側の支障枝の切除及びこれらに伴う切り落とした枝の収

集、処分をする。なお、刈込高さは生育面から１．５メートル以下、垣根幅もおおむね１

ｍ程度とし、刈込の方法・形状等は本市担当職員の指示によるものとする。 



（ニオイヒバ） 生垣長 ４３０ｍ／回 

 

（４）敷地清掃業務 

図面に示す範囲内の清掃（落葉、ゴミ、飛来物等の除去及び収集）を行う。清掃面積は

以下のとおりである。 

Ｄ地区（拾い清掃）  ２０，０００㎡／回 

Ｅ地区（拾い＋掃き清掃） １６，７００㎡／回 

Ｆ地区（拾い＋掃き清掃）  ８，０００㎡／回 

Ｇ地区（屋上清掃）  １２，９００㎡／回 

なお、Ｄ～Ｆ地区は敷地境界線より道路側に幅１．５m程度を含む。Ｇ地区はルーフドレ

ン目皿を含む。 

 
３． 本業務で発生する廃棄物等の処理について 

（１）本業務の実施により発生した刈草・剪定枝・伐採木等については、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律に従い、受託者自らの責任において適切に処理すること。なお、有価物とし

て整理できるものについては売却処分して差し支えない。 

（２）上記２（４）の業務により集めたごみは、種類ごとに分別し、敷地内の委託者が指定する

場所に集積すること。ただし、落葉等は、篠路破砕工場又は発寒清掃工場に運搬し焼却処

分すること。なお、リサイクル可能なものについてはリサイクルを基本とする。 

（３）廃棄物等の処分にあたり、受託者は搬入先より計量伝票を受け取り、計量伝票の写しを業

務日誌等に添付して委託者へ報告すること。これらを売却した場合も同様とする。 

（４）処理施設等への搬入における受入基準について、あらかじめ受託者において搬入先に確認

すること。 

（５）その他詳細については担当職員と協議すること。 

 

４．委託業務の実施及び検査 

（１）業務着手にあたり、業務代理人指定通知書を提出する。 

（２）着手後すみやかに業務工程表を提出し、各業務の実施時期について本市担当職員と打ち合

わせを行うこと。また、工程に大幅な変更が生じる場合は本市担当職員に連絡すること。 

（３）業務を完了した時（１回目８月３１日、２回目契約書に記した業務完了日）は、業務完了

届をすみやかに提出することとし、その他、業務完了に際し提出する書類については別途

本市担当職員の指示をうけること。 

 
５．各業務回数 

各業務の実施回数を以下のとおりとする。 

（１）芝刈り業務（Ａ地区）   ４回 

（２）芝刈り業務（Ｂ地区）   ２回 

（３）芝刈り業務（Ｃ地区）   ４回 

（４）整枝業務     １回 

（５）生垣刈込業務     ２回 



（６）敷地清掃業務（Ｄ地区）   ６回 

（７）敷地清掃業務（Ｅ地区）  １２回 

（８）敷地清掃業務（Ｆ地区）  １２回  

（９）敷地清掃業務（Ｇ地区）   ２回 （春季・秋季） 

 
６．契約金額の支払い 

契約金額の支払いは総価契約の２回均等払いとし、それぞれの期間の業務完了検査を実施し、

合格の場合には支払い内訳書の請求をすることができる。 

 
７．業務従事者等の配置及び職務 

（１）委託者は、業務担当職員（業務主任）を定め、受託者に書面で通知するものとする。ま

た、その内容を変更したときも同様とする。業務担当職員は受託者に対して常に状況に応

じた監督を行うものとし、受託者は、委託者から業務の履行に関する改善指導等がなされ

た場合には、速やかに措置等をし、結果を委託者に報告しなければならない。 

（２）受託者は、業務代理人を定め、書面をもって委託者に通知しなければならない。また、そ

の内容を変更したときも同様とする。業務代理人は、委託者との連絡調整及び業務従事者

に対する指示及び指導を行う者であり、常に連絡場所及び連絡方法等を明らかにしておか

なければならない。 

 
８．環境に配慮した業務履行 

受託者は、受託業務における環境負荷の低減を推進するため、次の事項について積極的に取り 

組むこと。 

(１) 省資源・省エネルギーの推進 

  (２) 廃棄物の減量及びリサイクル 

  (３) 環境汚染の危機管理の徹底 

  (４) 環境関係法令の遵守 

  (５) 自動車使用時における環境負荷の少ない車両使用及びアイドリングストップなどの環境 

配慮運転 

 (６) 業務に係る用品等のグリーン仕様品（エコマーク商品等）の使用 

   (７) 業務従事者に対する上記の内容についての適切な教育と訓練 

 
９．留意事項 

（１）遵守事項 

業務は、本仕様書及び図面に基づき、業務主任の指示に従って履行しなければならない。 

（２）施設の使用 

施設について、業務履行に必要がない場所へ無断で立ち入ってはならない。 

（３）安全管理 

受託者は、業務従事者の労働安全衛生管理を適切に行わなければならない。また、事故が

発生した場合は、速やかに業務主任に報告するものとする。 

 



・支払い内訳表 
期間 支払金額 

契約締結日 ～ 令和８年８月３１日 契約金額の50％ 

令和８年９月１日 ～ 令和８年１２月４日 残額 

 


